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人権相談専用電話番号のお知らせ

　４月１日㈮から室蘭地方気象台の問い合わせ先が、内容ごとに変更となります。ご理解とご協力
をお願いします。
　・胆振、日高地方の天気予報や気温などに関すること　☎ 0143 ㉒ 3227
　・見学や講演依頼、気象資料の閲覧、気象証明・鑑定に関すること　☎ 0143 ㉒ 4249
　・上記以外に関すること　☎ 0143 ㉒ 2598
※夜間（17 時 15 分～８時 30 分）および土、日、祝日は留守番電話となります。
※夜間等は自動音声による天気予報のみ対応しています。音声ガイダンスに従ってください。
　　☎ 0143 ㉒ 0109
問合せ　室蘭地方気象台防災管理官　☎ 0143 ㉒ 4249

　法務省の人権擁護機関では、年間を通じて、下記のとおり人権相談専用電話を設置して、皆さん
からの人権相談に関するお電話をお待ちしています。
　毎日の生活の中で、いじめ・差別、家庭内での暴力、職場での嫌がらせ、ストーカーや不動産・
金銭のトラブルなどの困りごとがありましたら、解決の方法を一緒に考えさせていただきますので、
お気軽にご相談ください。秘密は厳守します。

室蘭地方気象台からのお知らせ

　みんなの人権110番　☎ 0570‒003‒110（ナビダイヤル）
　・差別などの人権問題や困りごとに関するご相談はこちらへ。
　・最寄りの法務局の本局または支局につながります。
　子どもの人権110番　☎ 0120‒007‒110（フリーダイヤル）
　・いじめや虐待など、子どもの人権に関するご相談はこちらへ。
　・最寄りの法務局の本局につながります。
　女性の人権ホットライン　☎ 0570‒070‒810（ナビダイヤル）
　・セクハラや DV など、女性の人権に関するご相談はこちらへ。
　・最寄りの法務局の本局につながります。

　※上記各専用電話の受付時間は、いずれも平日 8 時 30 分から 17 時 15 分までです。
問合せ　札幌法務局苫小牧支局　☎ 0144 ㉞ 7151

「大規模災害時における相互協力に関する基本協定」
を締結しました

　３月 15 日㈫、北海道電力株式会社および北海道電力ネットワーク株式会社と大規模災害時にお
ける相互協力に関する基本協定を締結しました。この協定は、大規模災害発生時等において相互に
協力を行い、停電復旧を迅速かつ的確に対応することによって、住民生活の早期安定を図ることを
目的に締結されたものです。
　町ではこれらの協定を通じ、さらなるまちの安全・安心を目指してまいります。
問合せ　総務課情報グループ　☎㉒ 2511


